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ごみの発生抑制と資源の有効活用

不法投棄防止対策の強化
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担当係

不法投棄監視カメラの設置（３台）
廃棄物の不法投棄に係る啓発活動、防止措置
不法投棄された廃棄物の回収、市民との協働

作成日
事務事業マネジメントシート
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美しい自然、環境と調和するまちづくり

　あとを絶たない不法投棄の根絶を目指し、不
法投棄防止対策として、廃棄物監視員による
パトロールや市民に対し適正処理の啓発を行
う。また町会等から依頼があった場合は、協働
して回収等を行う。
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③意図（この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか？）

　ごみを適正に排出し、処理してもらう

不法投棄された廃棄物の減少
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受益者負担を求める必要が
ない

理由・
改善案

　パトロールにより、不法投棄を防止することの受益者は特定されないため、受益者負担を求めるものではない。
　また、不法投棄が発生し、行為者が特定できた場合は、処理費用は行為者が負担する。しかし、行為者が特定できな
い場合、土地の管理者等が費用負担すると、迅速な処理につながらない場合がある。そこで行為者が特定できない場
合は、市で処理できるものは減免で受入ることにより、きれいな状態を保ち、不法投棄の防止を図っている。

（３）改革･改善を実現するうえで解決すべき
課題（壁）とその解決策

×

低
下

（２）改革・改善による期待効果

廃止・休止の場合は、記入不要
×の領域は改革改善ではない。

（複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。）

成
果

コスト

○
向
上

維
持

× ×

　パトロールの範囲及び体制を強化するとともに、不法投棄防止監視
カメラの運用及び不法投棄防止看板の設置等により成果向上を目指
す。

＊評価結果に基づいた改革改善案を記入します。
削減

B表（事後評価シート）

前年度の評価結果 評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組
事業のやり方改善（成果向上の見直し） 　地域との協働の強化を図り、不法投棄物の早期発見及び迅速な回収を実施した。

②事務事業を取り巻く環境（対象者や
国・県などの法令等、社会情勢など）は
事務事業の開始時期や合併前と比べて
どのように変化していますか？

クリーン推進課 担当係 廃棄物対策係不法投棄対策事業

③この事務事業に対して、関係者（市
民、議会、事務事業対象者）からどのよ
うな意見・要望がありますか？

事務事業名 担当部

理由・
改善案

⑤類似事務事業との統合・連携の可能性　類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？　ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？

市民生活部 担当課

（３）事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等
　環境保全事業の一部として不法投棄対策を行ってきたが、不法投棄の増加を受け、平成17年から独立し
た事業として開始した。また、平成30年から、廃棄物監視員によるパトロールに特化した廃棄物監視員設置
事業を統合した。

２．事務事業の事後評価【Check】

（４）前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

　適正処理、リサイクルの推進が国県において提唱されている。また、市民団体、町会等よる不法投棄物の
回収等の自主的活動、協働活動が活発化している。
　廃棄物監視員によるパトロールは、栃木県の不法投棄対策と一体となった取組みであり、県のスカイパト
ロールや休日パトロールを補完するものとして、市においてパトロールを実施している。

　パトロールによる不法投棄防止の強化は強く求められている。また、不法投棄防止監視カメラの設置要望
があり、平成２７年９月より設置している。

①この事務事業は、いつ頃、どのような
きっかけで開始しましたか？

理由・
改善案

削減の余地はない
理由・
改善案

　不法投棄の件数を減らせば、投棄物の処理費用等の削減が見込めるが、現状としては削減の余地はな
い。

類似事務事業はない

＊類似事務事業があれば、名称を記入

⑥事業費・人件費の削減余地　事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？

類似事務事業名

目
的
妥
当
性
評
価

④事務事業の成果向上余地　事務事業の成果は出ていますか？　事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？

成果向上余地がある程度あ
る

理由・
改善案

　不法投棄を減少させるため、継続したパトロールが必要である。また、市民との協働による活動として、不法投棄箇所
の投棄物の回収や回収後のネット張りなどによる成果が表れているため、協働活動を促進し廃棄物の不法投棄の削
減につなげられる。
　さらに、不法投棄多発箇所への監視カメラを設置することにより、設置場所とその周辺の不法投棄が減少する。

①政策体系との整合性　この事務事業の目的（対象・意図）は、政策体系（結果）に結びついていますか？

結びついている
理由・
改善案

　不法投棄の削減によるごみの適正処理の推進によって、ごみの発生抑制と有効活用に結びつく。

②公共関与の妥当性　なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？　民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？

　公的機関が直接パトロールすることにより、効果的な抑止力が図られる。
　また、不法投棄物の回収などについては地域との協働事業として実施できるが、回収した廃棄物
の処理や防止対策の資材等の提供は市が行わなければならない。

③対象・意図の妥当性　事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？

妥当である
理由・
改善案

　不法投棄の防止のためには、専門の監視員による継続したパトロールが重要である。併せて、不
法投棄された現場の速やかな原状回復のため、常に住民と一緒になって対策しなければならない。

市が行わなければならない

事業のやり方改善（成果向
上の見直し）

増加

有
効
性
評
価

⑧本事業の休止・終了条件（本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？）総
合
評
価

　不法投棄がなくなることは非常に難しいため、休止、終了はできない。

　平成30年度から不法投棄対策事業に廃棄物監視員設置事業を統合した。ほかの事業で類似したものはな
い。

維持

効
率
性
評
価
公
平
性
評
価

３．評価結果の総括と今後の方向性【Action】

（１）今後の事務事業の方向性

⑦受益者負担の適正化余地　この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？


